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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信システムのランダムアクセス要求を処理する方法であって、
　移動局で、基地局による受信用にランダムに選択された第１サイン符号を有する第１ラ
ンダムアクセス要求を送信する工程と、
　前記移動局で、前記第１ランダムアクセス要求が前記基地局で受信されているかを判定
する工程と、
　前記第１ランダムアクセス要求が受信されていないと前記移動局が判定する場合、複数
のサイン符号から第２サイン符号をランダムに選択し、前記第１ランダムアクセス要求内
のサインフィールド内の前記第１サイン符号を前記第２サイン符号に置き換え、該第１ラ
ンダムアクセス要求を次の利用可能なタイムスロットで再送信する工程と
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記選択されたサイン符号は、前記複数のサイン符号の少なくとも１つに対し直交であ
る
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記サインフィールドは、プリアンブルを有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
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　前記移動通信システムは、拡散スペクトル移動通信システムを有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記移動通信システムは、符号分割多元アクセス移動通信システムを有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　移動通信システムのランダムアクセス要求を処理するシステムであって、
　基地局と、
　無線エアインタフェースによって前記基地局と接続される移動局とを備え、
　前記移動局は、
　前記基地局による受信用に、ランダムに選択された第１サイン符号を含む第１ランダム
アクセス要求を送信する手段と、
　前記第１ランダムアクセス要求が前記基地局で受信されているかを判定する手段と、
　前記第１ランダムアクセス要求が受信されていないと前記移動局が判定する場合、複数
のサイン符号から第２サイン符号をランダムに選択し、前記第２サイン符号を前記第１ラ
ンダムアクセス要求内のサインフィールドに関連付け、前記第２サイン符号を含む前記サ
インフィールドを有する前記第１ランダムアクセス要求を再送信する手段とを有する
　ことを特徴とするシステム。
【請求項７】
　前記選択されたサイン符号は、前記複数のサイン符号の少なくとも１つに対し直交であ
る
　ことを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記サインフィールドは、プリアンブルを有する
　ことを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項９】
　前記移動通信システムは、拡散スペクトル移動通信システムを有する
　ことを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記移動通信システムは、符号分割多元アクセス移動通信システムを有する
　ことを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項１１】
　移動局であって、
　第１サイン符号を選択し、それをランダムアクセス要求のサインフィールドに含める手
段と、
　前記ランダムアクセス要求を送信する手段と、
　前記ランダムアクセス要求を受信する基地局からの応答を検出する手段と、
　前記応答が検出されない場合、複数のサイン符号から第２サイン符号をランダムに選択
し、前記ランダムアクセス要求内の前記サインフィールド内の前記第１サイン符号を前記
第２サイン符号に置き換え、該ランダムアクセス要求を次の利用可能なタイムスロットで
再送信するように構成されている手段と
　を備えることを特徴とする移動局。
【請求項１２】
　前記第１及び第２サイン符号は、前記複数のサイン符号の少なくとも１つに対し直交で
ある
　ことを特徴とする請求項１１に記載の移動局。
【請求項１３】
　前記サインフィールドは、プリアンブルを有する
　ことを特徴とする請求項１１に記載の移動局。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
関連出願
本願は、１９９７年４月３０日に出願されたイスマイルザデ（Esmaizadeh）等による米国
特許出願第０８／８４７，６５５号の部分継続出願で、かつその優先権主張によって請求
項で記載された発明であり、その全部が本明細書に組込まれる。
【０００２】
また、本願は、１９９６年８月１８日に出願された米国特許出願第０８／７３３，５０１
号と併せて譲渡された内容に関連するものである。
　　　本発明の背景
本発明の技術分野
本発明は、一般的な移動電気通信分野に関するものであり、特に、多元ランダムアクセス
移動体発呼を処理する方法に関するものである。
　　　　従来技術の説明
次世代の移動通信システムは、パケット及びチャネル回線交換モードでのデジタル音声、
画像及びデータを含む電気通信サービス群の広範囲な選択を提供することを必要とされて
いる。その結果、いくつかの生成される発呼は著しく増加することが予想され、これは、
ランダムアクセスチャネル群（ＲＡＣＨ群）上でより高いトラフィック密度をもたらすこ
とになる。残念ながら、より高いトラフィック密度は衝突及びアクセスの失敗も増加させ
ることになる。その結果、次世代の移動通信システムは、アクセス成功率を向上し、かつ
アクセス要求処理時間を削減するために、より高速でかつ柔軟なランダムアクセス処理を
使用しなければならなくなる。
【０００３】
多くの移動通信システム、例えば、「符号分割検査」（ＣＯＤＩＴ）と称される欧州協同
開発では、移動局は、使用するために利用可能なＲＡＣＨを判定することによって基地局
とのアクセスを増やすことができる。そして、移動局は、基地局がアクセス要求を検出す
るまで、電力レベルの増加に伴う一連のアクセス要求プリアンブル（例えば、単一の１０
２３チップ符号）を送信する。その応答として、基地局はダウンリンクチャネルを介して
移動局の送信電力を制御する処理を開始する。移動局と基地局間の初期の「ハンドシェイ
ク」が完了すると、移動局ユーザはランダムアクセスメッセージを送信する。
【０００４】
より具体的には、符号分割多元アクセス（ＣＤＭＡ）システムに基づくＣＯＤＩＴでは、
移動局は、連続送信プリアンブル符号のそれぞれの電力レベルを増加する「電力ランピン
グ」処理を使用して、基地局受信機とのアクセスを試行する。アクセス要求プリアンブル
が検出されるとすぐに、基地局は閉ループ電力制御回路を起動し、この閉ループ電力制御
回路は、所望のレベルで移動局からの受信信号電力を維持するために移動局の送信電力レ
ベルを制御する機能を有する。次に、移動局は、それ専用のアクセス要求データを送信す
る。基地局の受信機は照合フィルタを使用して受信（拡散スペクトル）信号を「復調（de
spread）」させ、アンテナダイバーシティを利用して復調信号のダイバーシティ合成を行
う。
【０００５】
ＩＳ－９５　ＣＤＭＡシステムでは、同様のランダムアクセス技術が使用されている。し
かしながら、ＣＯＤＩＴとＩＳ－９５間の大きな違いは、ＩＳ－９５の移動局がプリアン
プルの代わりに完全なランダムアクセスパケットを送信することである。基地局がアクセ
ス要求の応答確認をしない場合、ＩＳ－９５の移動局は、より高い電力レベルでアクセス
要求パケットを再送信する。この処理は、基地局がアクセス要求を応答確認するまで継続
する。
【０００６】
上述の米国特許出願第０８／７３３，５０１号（以下、「’５０１出願」）で開示される
方法のようなスロット化ＡＬＯＨＡ（Ｓ－ＡＬＯＨＡ）ランダムアクセススキームを使用
する移動通信システムでは、移動局はランダムアクセスパケットを生成し送信する。この
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ようなランダムアクセスパケット用のフレーム構造を示す図を図１に示す。ランダムアク
セスパケット（「アクセス要求データフレーム」｝は、プリアンブル部及びデータフィー
ルド部から構成される。プリアンブルは、固有サイン（ビット）パターンを有し、これは
、「Ｌ」符号長である。サインパターンは、パターン群からランダムに選択されるが、互
いに直交である必要はない。但し、図１に示されるランダムアクセス要求パケットは、本
明細書では、サインフィールドを有するプリアンブルを含むものとし、ここでの説明は例
示、かつ図示用だけのためであり、限定を意図するものでないことに注意されたい。この
ような固有サインパターンは、様々な方法で送信することができる（例えば、プリアンブ
ルなしで、制御チャネルを集約し、データフィールドを並列で、等）。このような固有サ
インパターン特性の使用は、’５０１出願で説明されかつ請求項に記載されているように
、従来のランダムアクセススキームよりも著しくスループット効果を向上させる。
【０００７】
’５０１出願で説明されるように、ランダムアクセスパケットのデータフィールドは、あ
るランダムアクセス情報を含み、これには、移動体（ユーザ）識別情報、要求されたサー
ビス数（提供されるサービス数）、要求される転送時間（メッセージを完了するために必
要な時間）、ショートパケットデータメッセージ（送信効果を向上させるために）、誤り
検出冗長フィールド（巡回冗ロング符号）を含んでいる。’５０１出願で行われる理由は
、プリアンブルの拡散率（拡散スペクトル変調）がデータフィールド部の拡散率よりもよ
り長くなるように選択されるからである。しかしながら、この状況は、必要とされない場
合に想定され得る。
【０００８】
ランダムアクセスパケット（例えば、図１に示されるようなパケット）は、次の利用可能
なスロットの開始で移動局によって送信される。図１に示されるランダムアクセスパケッ
トを生成し送信するために移動局で使用される装置のブロック図を図２に示す。実質的に
は、図２に示されるように、ランダムアクセスパケットのプリアンブル及びデータフィー
ルドは別々に生成されかつ（それぞれの拡散符号で）拡散され、移動局によって乗算され
て送信される。
【０００９】
次に、移動局によって送信されるランダムアクセスパケットは、照合フィルタベースの受
信機を有するターゲット基地局で受信され復調される。図３は基地局のランダムアクセス
受信機の検出セクション（１つのアンテナ用）のブロック図であり、このランダムアクセ
ス受信機は受信信号光のタイミングを推定する機能を有する。プリアンブル期間中だけに
使用される照合フィルタは、プリアンブルの拡散符号を変調する。照合フィルタは、ラン
ダムアクセス要求の存在を検出し、ランダムアクセスパケットのプリアンブル部を復調し
、かつアキュムレータユニットへ入力するために使用される。アキュムレータ（サイン１
－ｌ）は、’５０１出願のランダムアクセス方法で使用するための固有な構成であり、受
信信号対干渉（Ｓ／Ｉ）電力比を向上するために、プリアンブルの（Ｍ）符号期間中に照
合フィルタの出力時の信号群の総和を求める。各受信プリアンブルは固有サインパターン
からなるので、アキュムレータの動作は、複数のアキュムレータ群（１－ｌ）を用いて実
行され、各アキュムレータで受信可能なサインパターンの１つが変調される。
【００１０】
図４は図３に示されるランダムアクセス検出セクションのＩチャネル（直交検出）用に使
用できるアキュムレータの概要ブロック図である。同様のアキュムレータがＱチャネル用
に使用できる。図３及び図４を参照すると、各アキュムレータ（サイン１－ｌ）の出力は
、ピーク検出ユニットに接続されている。プリアンブル期間の最後では、各ピーク検出ユ
ニットは、所定検出閾値を越える各信号ピークに対するそれぞれの照合フィルタの出力を
検索する。次に、各ピーク検出ユニットは、これらのピーク信号それぞれの大きさ及び相
対位相をレジスタに格納（検出し記憶）し、これによって、受信機の復調用に利用可能な
信号光数を判定する。このようにして、各ピークタイミングが推定され、受信機の「レー
ク」パラメータ（レーク受信機セクション１－ｌ）を設定するために使用される。図５は
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ランダムアクセスパケットのデータフィールド部を復調するために使用できるランダムア
クセス復調器のブロック図である。実質的には、ランダムアクセス復調器セクションは、
受信データフィールド内のデータ情報を復号し、送信誤りをチェックする。
【００１１】
注意することは、図１～図５で説明されるランダムアクセス装置及び方法は、従来のラン
ダムアクセススキームよりも多くの利点があるが、解決すべきいくかの問題がいまだなお
存在していることである。例えば、移動局群がプリアンブルあるいはデータフィールド処
理段階中ですべてのセルで同一の拡散符号を使用する場合、大量のパケット衝突が生じ得
る。その結果、過度な数のランダムアクセス要求を再送信することが必要となり、システ
ムを不安定にする可能性がある。また、上述のランダムアクセス装置及び方法を使用する
と、次のタイムスロットの開始でランダムアクセス要求が送信されるので、基地局の照合
フィルタ受信機が効果的に利用されないばかりか利用できない、これは、照合フィルタ受
信機がプリアンブル受信段階に続く終了期間がアイドル状態となるからである。加えて、
上述のスキームで使用されるランダムアクセスパケット長は固定であるので、ショートデ
ータパケットサイズは、残りのパケットの使用限度によって制限される。このような理由
から、これらの問題を解決するより柔軟なランダムアクセス要求処理が必要とされている
。以下の図６～図８で説明されるように、米国特許出願第０８／８４７，６５５号（以下
、「’６５５出願」）は上述の問題を首尾よく解決する。
【００１２】
それにも関わらず、それ以外の解決を必要とする問題がいまだなお存在する。例えば、図
９は基地局受信機で同時に２つ以上のランダムアクセス要求が到達する場合にこれらのラ
ンダムアクセス要求がどのようにして衝突するかを示すタイムシーケンス図である。再送
信中の衝突発生数を最小化するために、移動局のタイムアウト期間（再送信要求前の経過
時間）は、相対時間間隔長｛０，Ｔd｝内からランダムに選択することができ、ここで、
Ｔdは利用可能な最大時間遅延である。再送信間の相対時間間隔長の使用は、衝突の可能
性を削減する。しかしながら、ランダムアクセス送信の成功に対する平均遅延遭遇待機が
より長くなり得る。また、上述の特許出願でのランダムアクセス方法の使用は従来の方法
に比べて多くの利点があるが、同一のサインパターンを含む２つ以上のランダムアクセス
要求が基地局受信機に同時に到達する場合はいまだなおランダムアクセス衝突が生じ得る
。しかし、以下の図１０で説明されるように、本発明は、これらのかつランダムアクセス
に関するそれ以外の問題を首尾よく解決する。
　　　本発明の要約
本発明の目的は、ランダムアクセスチャネルをより効果的に利用することである。
【００１３】
本発明の別の目的は、従来の受信手段よりも照合フィルタ単位でより多くの数のランダム
アクセス要求を受信することを可能にすることである。
【００１４】
本発明の更なる別の目的は、ランダムアクセス要求間の衝突の可能性を削減し、かつこれ
らの損失を最小化することである。
【００１５】
本発明の更なる別の目的は、ショートパケットフィールド長の選択の柔軟性を向上させる
ことができるランダムアクセス要求パケット中のデータフィールド長を選択することを可
能にすることである。
【００１６】
本発明の更なる別の目的は、ロングデータあるいは音声発呼を高速に確立するために使用
できるランダムアクセスパケットを提供することである。
【００１７】
本発明の更なる別の目的は、隣接セクタ群／セル群から行われるランダムアクセス試行間
の相互相関関係を低レベルに維持することである。
【００１８】
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本発明の更なる別の目的は、基地局受信機でのランダムアクセス要求衝突あるいランダム
アクセス要求誤り受信によって生じるランダムアクセス遅延を著しく短くすることである
。
【００１９】
本発明の更なる別の目的は、ランダムアクセス再送信間の時間間隔を著しく削減し、それ
によってスループット効果を向上することである。
【００２０】
’６５５出願で説明されかつ請求項に記載された発明に従えば、上述の目的及び他の目的
は、セル内の各セクタに固有プリアンブル拡散符号とランダムに選択されたサインに関連
づけれれたショート拡散符号に連結される固有ロング符号を割り当て、ランダムアクセス
パケットのデータ部を拡散するために使用される方法によって達成される。ロング符号用
に選択された期間は、相対的に長い期間となり得る（例えば、時間あるいは日長）。また
、送信タイムスロット幅は、プリアンブル長に設定される。その結果、移動局のランダム
アクセス要求は、スロットの開始で開始するように計時され、基地局のランダムアクセス
受信機の照合フィルタによってプリアンブル期間中に検出できる。移動局のランダムアク
セス要求のデータフィールドは、スロットに続くプリアンブルで送信され、基地局のレー
ク受信機によって受信される。しかしながら、プリアンブル期間に引き続き、照合フィル
タはいまだなお他のランダムアクセス要求のプリアンブルの受信が可能である。それゆえ
、照合フィルタは、継続的にかつより効果的に利用でき、従来のランダムアクセススキー
ムと比較してより膨大な数のランダムアクセス要求を処理できる。このように、本方法を
使用することによって、ランダムアクセスシステムの通信スループット及び効率は、従来
のランダムアクセスシステムの通信スループット及び効率よりも実質的に高くなる。
【００２１】
加えて、データフィールド長は制限されない。ランダムアクセスパケットのデータフィー
ルド部の連結拡散方法は、ユーザに所望長のパケットを生成することを可能にする。また
、連結拡散は得られるパケットと他のランダムアクセス要求パケットとの衝突の危険性を
除去し、これは、拡散パターン及び／あるいはその位相が固有であるからである。
【００２２】
本発明に従えば、上述の目的及び他の目的は衝突が発生する場合のランダムアクセス再送
信に対して新規のサインをランダムに選択する方法によって達成される。このように、本
発明は、時間領域の代わりにサイン領域を介するランダムアクセス要求の再送信をランダ
ム化する。その結果、本発明は、基地局受信機での衝突あるいはランダムアクセス要求の
誤り受信によって生じるランダムアクセス遅延を短縮し、また、ランダムアクセス再送信
間の時間間隔を著しく短縮する。つまり、本発明は、従来のランダムアクセスアプローチ
と比較して、ランダムアクセスシステムのスループット及び効率を向上する。
　　　図面の詳細な説明
本発明の実施形態及びその効果は、図１～図１０の説明を参照することによって最良に理
解され、各図面の同様の構成要素には、同様の参照番号が使用される。
【００２３】
基本的には、’６５５出願で説明されかつ請求項に記載される発明に従って、本方法はセ
ル内の各セクタを固有のプリアンブル拡散符号と、また、データフィールド（サインに関
連付けられた）ショート拡散符号が連結される固有のロング符号に割り当てる。ロング符
号用に選択される期間は、期間に対し相対的に長くすることができる（例えば、時間ある
いは日長以上）。その結果、ランダムアクセスパケットのデータフィールドは専用チャネ
ルで送信されることが言え、これは、２つのメッセージが同一時間に同一のサイン及び送
信する自身のプリアンブルを選択しない限り、それらが同一の拡散シーケンス及び位相を
持つ可能性がないからである。この結果、パケット衝突が生じ、これらのランダムアクセ
ス試行の失敗は復元されない。しかしながら、以下の図１０で詳述するように、この問題
は本発明によって系決される。注意することは、セクタ／セル固有拡散符号及びロング符
号を割り当てる方法は、隣接セクタ群あるいはセル群内の多元ランダムアクセス試行間の
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衝突の可能性を著しく小さくする。
【００２４】
また、’６５５出願の発明に従えば、本方法は、プリアンブル長（実用上は、これから所
定ガードタイムを引いた長さ）に等しい送信タイムスロット幅を設定する。その結果、移
動局のランダムアクセス要求は、スロットの開始に合わすことができ、かつ基地局のラン
ダムアクセス受信機の照合フィルタのプリアンブル期間中に検出できる。移動局のランダ
ムアクセス要求のデータフィールドは、プリアンブルのスロットに続くスロットで送信さ
れ、基地局のレーク受信機で受信される。しかしながら、本発明を用いることで、プリア
ンブル期間に続いて、照合フィルタに、他の移動局で発生する他のランダムアクセス要求
のプリアンブルを受信することを可能にする。それゆえ、’６５５出願で説明されかつ請
求項に記載される発明に従って、照合フィルタを継続的にかつ効果的に利用することがで
き、かつ従来のアクセスランダムスキームに比べて大量のランダムアクセス要求を処理す
ることができる。このようにして、本発明を使用してランダムアクセスシステムの通信ス
ループット及び効率が、従来のランダムアクセスシステムの通信スループット及び効率よ
りも著しく向上する。
【００２５】
また、’６５５出願で説明されかつ請求項に記載される発明に従えば、データフィールド
長は制限されない。換言すれば、ランダムアクセスパケットのデータフィールド部の連結
拡散を行う本方法は、要求された長さと同じ長さのパケットを生成することをユーザに可
能にする。また、この連結拡散を行う方法を使用することで、得られるパケットと他のラ
ンダムアクセス要求パケットとが衝突する危険が小さくなる。
【００２６】
本発明に従えば、移動電気通信システムのランダムアクセス要求を処理する方法は、衝突
が発生する場合の再送信用の新規のサインをランダムに選択することを行う。このように
、本発明が、時間領域の代わりにサイン領域を介するランダムアクセス再送信をランダム
化する。その結果、本発明は、基地局受信機でのランダムアクセス要求の衝突あるいは誤
った受信後の再送信遅延によって生じるランダムアクセス遅延を著しく縮小化し、また、
ランダムアクセス再送信間の間隔を著しく削減する。
【００２７】
ここで、’６５５出願の発明の説明に対する図６を参照すると、セルラー通信システム１
０の付属セクションが示され、これは、本発明の方法を実行するために使用することがで
きる。システム１０は、基地局送信／受信アンテナ１２及び送信機／受信機セクション１
４、複数の移動局１６及び１８を含んでいる。図では２つの移動局しか示されていないが
、図６は説明の目的のためだけであり、本発明は２つ以上の移動局を含むように想定でき
る。アクセス要求フレームを生成し送信する前に、移動局（例えば、１６）は同期、ある
いは対象基地局受信機（１４）との同期を行う。次に、移動局は、基地局のブロードキャ
スト／パイロットチャネル情報から各スロットの開始時間を判定する。また、移動局は、
ブロードキャスト／パイロットチャネル情報から処理対象のスロット数を検索し、このブ
ロードキャスト／パイロットチャネル情報は、正当な移動局が応答確認を受信することを
補償するスロット数を自身の応答確認（ＡＣＫ）メッセージのリプライにタグづけする基
地局で使用されるものである。ランダムアクセス環境での移動局と基地局との同期の詳細
は、’５０１出願で理解することができる。
【００２８】
ターゲット基地局は、要求元の移動局（群）（例えば、ダウンリンクブロードキャストチ
ャネルを介して）へそれぞれ固有のランダムアクセス拡散符号及び基地局送受信機によっ
て定義されるセクタ群かつ／あるいはセル群それぞれに付随するロング符号を送信する。
例えば、これらの固有の拡散符号及びロング符号は、ゴールド符号あるいはカサミ符号で
あり得る。移動局は、この拡散符号及びロング符号情報をメモリ記憶領域（不図示）に記
憶し、このメモリ記憶領域は、移動局によって検索されかつ使用され、生成されたランダ
ムアクセス要求パケットのプリアンブル及びデータフィールドを拡散する。そして、基地
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局は、要求元の移動局（群）（例えば、最適なブロードキャストメッセージで）へ、プリ
アンブルに関連付けられたサインパターンを送信し、このプリアンブルは、異なるセクタ
群かつ／あるいはセル群間の区別を支援するために使用することができる。
【００２９】
例えば、’５０１出願で説明されかつ請求項に記載される発明のように、多元ランダムア
クセス要求間をより効果的に区別することを基地局受信機に可能にするために、プリアン
ブルビットあるいは符号パターンが使用される。各要求元の移動局は、Ｌ個の異なるプリ
アンブルビットあるいは符号パターン（「サイン」）の１つを送信できる。使用される異
なるサインパターン群は、互いに直交である必要はない。基地局受信機では、Ｌ個のアキ
ュムレータそれぞれが、受信機の照合フィルタの出力に接続される特定サインを検出する
ために調整される。この受信信号中のサインプリアンブルは、基地局受信機によって使用
され、移動局によって行われる異なる同時多元アクセス試行間を効果的に区別する。
【００３０】
図７は、’６５５出願の発明の実施形態に従って、異なる移動局によって送信される複数
のランダムアクセス要求パケットの構造及びタイミングを示す図である。説明のために、
図では３つのランダムアクセス要求パケットのみが示されているが、本発明はそれに限定
されることを意図するものではなく、かつそのような３つのランダムアクセス要求パケッ
ト以上のパケットの送信及び受信を含むことができる。実質的には、図示されるランダム
アクセス要求パケット（２０、２２及び２４）それぞれに対し、本発明の方法で使用され
るＳ－ＡＬＯＨＡ処理を、ランダムアクセス要求処理のプリアンブル部のみに適用する。
各プリアンブル（２０、２２及び２４）それぞれの長さは、タイムスロット（ｎ，ｎ＋１
，…，ｎ＋ｉ）幅からスロット間の潜在的な干渉を最小化する（設計用の）所定ガードタ
イムを差し引いた幅に設定される。例えば、実際には、１つの符号ガードタイムが使用さ
れる。図示されるように、ランダムアクセス要求パケット（２０、２２及び２４）のデー
タフィールド部の長さは、所望のアプリケーションに従って変更でき、異なる長さのデー
タフィールドの送信における柔軟性を移動局に提供する。
【００３１】
セルの２つの異なるセクタ群内の移動局群によって行われる任意の２つのランダムアクセ
ス試行間の衝突を避けるために、あるいは隣接セル群内の移動局群によって行われる２つ
のランダムアクセス嗜好間の衝突を避けるために、以下の拡散方法を使用することができ
る。上述したように、ランダムアクセス要求を行う移動局はそれぞれ、（例えば、それぞ
れの内部メモリ領域から検索された）セル－セクタ特定拡散符号を使用して固有のプリア
ンブルを生成する。実際には、これらの符号は、かなり距離が離れた他のセル群に対して
再使用することができる。
【００３２】
図８は、’６５５出願の発明の実施形態に従って、図７に示されるランダムアクセスパケ
ットのようなランダムアクセスパケットを生成し送信するために、移動局で使用する方法
を実現するために使用できる装置の概要ブロック図である。一実施形態では、本方法は、
移動局に搭載されたマイクロプロセッサ（不図示）の制御の下で実現される。ランダムア
クセスパケット生成装置１００は、単一のミキサ１０４を含み、これは、（例えば、移動
局１８の内部メモリ領域から検索された）セル－セクタ用に含まれる特定プリアンブル拡
散符号を用いて（例えば、これもその内部メモリ領域から検索された）「サインｉ」を拡
散して、送信対象のランダムアクセスパケットのセル－セクタ特定プリアンブルを形成す
る。送信対象のランダムアクセスパケットのデータフィールドは、データフィールド生成
器１１０で生成される。ミキサ１１４は、生成されたデータフィールドを「サインｉ」付
随固有ショート拡散符号（１１２）で拡散する。次に、結果として得られるランダムアク
セスパケットのデータフィールドは連結符号で拡散され、これは、例えば、（例えば、内
部メモリ領域から検索された）セクタ特定ロング拡散符号１１６とサイン付随ショート符
号（１１２）の（ミキサ１１８による）モジューロ２加算によって構成することができる
。その結果として得られる送信対象のランダムアクセスパケットのデータフィールド（１
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２０）長は、移動局で柔軟に選択することができる（例えば、時間あるいは日長）。結果
として得られるデータフィールド（１２０）長は移動局で変更でき、これは、ロングデー
タあるいは音声発呼を確立する効果的かつ高速な方法を提供する。
【００３３】
図１０は、本発明の実施形態に従って、再送信用にサインをランダムに選択することによ
ってランダムアクセス衝突及び遅延がどのようにして著しく削減されるかを示すタイムシ
ーケンス図である。本実施形態では、事前に送信されたランダムアクセス試行が失敗した
ことを発信元の移動局が判定した直後に、ランダムアクセス要求パケットは、新規のサイ
ンで再送信される。例えば、図１～図８で説明されるように、要求元の各移動局はターゲ
ット基地局から（最適なブロードキャストメッセージで）送信対象のランダムアクセス要
求パケットのプリアンブルに関連付けられた複数のサインパターンを受信し、（局所メモ
リ）に記憶する。これらのサインパターンは（ビット群あるいは符号群）は互いに直交で
あり得り、移動局が行う異なるランダムアクセス試行間を区別するために基地局受信機で
使用される。この要求元の移動局はランダムにサインを（例えば、内部マイクロプロセッ
サを用いて）選択し、パケットのプリアンブルに含まれる選択されたサインでランダムア
クセス要求パケットを送信する。図１０で示されるように、４つの移動局それぞれは、ラ
ンダムアクセス要求パケット（ＲＡ1、ＲＡ2、ＲＡ3、ＲＡ4）を送信する。これらのラン
ダムアクセス要求パケットの内の３つ（ＲＡ1、ＲＡ2、ＲＡ3）は、基地局受信機で同時
に受信される。また、これらの３つの移動局のすべては、同一のサインを選択している。
それゆえ、これらの３つのランダムアクセス要求の発信元の移動局は、アクセス試行の成
功（例えば、ターゲット基地局が衝突によるこれらのパケットを受信せず検出しない）を
示すターゲット基地局からの応答確認（ＡＣＫ）メッセージを受信しない。その結果、本
発明に従えば、再送信を行う移動局のそれぞれは、ランダムサインを再度選択する。この
ような方法では、衝突が発生する可能性は削減される（統計的には、各移動局は、異なる
サインを選択し、例えば、ＲＡ1’、ＲＡ2’、ＲＡ3’）のようなプリアンブルに含まれ
る第２のサインでオリジナルのランダムアクセス要求パケットを再送信する）。
【００３４】
図１０に示されるように、ランダムアクセス試行応答確認メッセージが再送信パケットの
内の２つ（例えば、ＲＡ1’、ＲＡ2’）に対する発信元の移動局で受信され、３つ目の再
送信（ＲＡ3’）に対する発信元の移動局で応答確認メッセージが受信されないことを仮
定できる。例えば、ターゲット基地局は、４つ目のランダムアクセス要求パケット（ＲＡ

4）との衝突によって３つ目の再送信パケット（ＲＡ3’）を受信せず検出しない、これは
、その両パケットが同一のサインを使用しているからである。その結果、これらの２つの
ランダムアクセス要求パケット（ＲＡ3’、ＲＡ4）のそれぞれの発信元の移動局は、記憶
される複数のサインから別のサインを選択し、プリアンブル（例えば、ＲＡ3’’、ＲＡ4

’）に含まれる新規のサインでオリジナル要求を再送信する。これらのランダムアクセス
要求は、ターゲット基地局での受信が成功しかつ応答確認されるか、あるいは新規のサイ
ンをランダムに選択する再送信処理が継続されるかのどちらかである。
【００３５】
特に、図１０で示されるように、特定移動局の再送信間のタイムアウト期間（τd）は、
その特定移動局に対して、送信されたランダムアクセス試行が失敗したことを判定するの
に必要な時間を最小時間まで削減できる。このように、再送信間のタイムアウト期間（τ

d）は、各発信元の移動局に対し異ならせることができる。従って、本発明は、時間領域
の代わりにサイン領域を介する移動局用のランダムアクセス再送信をランダム化する。そ
の結果、本発明は、基地局受信機での衝突あるいは誤り受信によって生じるランダムアク
セス遅延を著しく縮小し、また、ランダムアクセス再送信間の間隔を著しく縮小し、これ
は、ランダムアクセスシステムのスループット効果を向上する。
【００３６】
本発明の別の実施形態では、移動局に対するランダムアクセス再送信は、（上述の実施形
態のように）サイン領域を介して再度ランダム化される。しかしながら、本実施形態では
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る時点を判定する。例えば、この移動局（局所マイクロプロセッサによる）で実行される
アルゴリズムは、電力制御、チャネル状態、基地局での干渉レベル、要求されるサービス
の種類、優先度レベル等のパフォーマンスファクタを考慮しながら、再送信間の経過時間
（τd）を判定できる。このように、移動局に対するタイムアウト期間は、動作状態に従
って変更できる。
【００３７】
本発明の更なる別の実施形態では、移動局に対するランダムアクセス再送信は、サイン領
域及び時間領域の両方を介してランダム化される。その結果、再送信間の最大タイムアウ
ト期間（τd）は、従来のタイムアウト期間よりも短くなる。換言すれば、ランダムアク
セス要求送信用サインは、ターゲット基地局によって提供される利用可能なサイン群から
ランダムに選択でき、タイムアウト遅延（τd）は、間隔｛０，Ｔd｝からランダムに選択
できる。その結果、タイムアウト期間（τd）は、従来のタイム期間よりも著しく短くす
ることができる。好ましくは、本実施形態は、基地局の利用可能なサイン群が相対的に小
さい（即ち、相対的に使用可能なサイン群が少ない）場合に対するものである。
【００３８】
本発明の方法及び装置の実施形態は図面と共に上述の詳細説明で図示されかつ説明される
が、本発明が開示された実施形態で限定されるものではなく、請求項によって定義されか
つ説明される本発明の精神から逸脱しない範囲で数々の再構成、変形及び代替が可能であ
ることが理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【図１】　ランダムアクセスパケットに対するフレーム構造を示す図である。
【図２】　図１に示されるランダムアクセスパケットを生成し送信するために移動局で使
用できる装置のブロック図である。
【図３】　主要機能が受信信号光のタイミングを推定する基地局のランダムアクセス受信
機の（１つのアンテナに対する）検出セクションのブロック図である。
【図４】　図３に示されるランダムアクセス検出器セクションのＩチャネル（直交検出）
に対して使用できるアキュムレータの概要ブロック図である。
【図５】　ランダムアクセスパケットのデータフィールド部を復調するために使用できる
ランダムアクセス復調器のブロック図である。
【図６】　’６５５出願で説明されかつ請求項に記載される発明の方法を実現するために
使用できるセルラー通信システムの関連セクションのブロック図である。
【図７】　’６５５出願で説明されかつ請求項に記載される発明の実施形態に従って、異
なる移動局によって送信される複数のランダムアクセス要求パケットの構造及びタイミン
グを示す図である。
【図８】　’６５５出願で説明されかつ請求項に記載される発明の実施形態に従って、図
７に示されるランダムアクセスパケットのようなランダムアクセスパケットを生成し送信
するために、移動局で使用する方法を実現するために使用できる装置の概要ブロック図で
ある。
【図９】　２つ以上のランダムアクセス要求が基地局受信機で同時に到達する場合に、こ
れらのランダムアクセス要求がどのようにして衝突し得るかを示すタイムシーケンス図で
ある。
【図１０】　本発明の実施形態に従って、再送信用サインをランダムに選択することによ
ってランダムアクセス衝突及び遅延がどのようにして著しく削減されるかを示すタイムシ
ーケンス図である。
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